
答 問寮
の
運
営
、
賄
い
、
公
営
塾

の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
等
の
委

応
急
仮
設
住
宅
入
居
者
に
貸

与
し
て
い
た
生
活
用
品
の
、

支
援
事
業
の
管
理
体
制
移
管

の
進
捗
状
況
は
。

託
事
業
先
と
事
業
費
は
。

そ
の
後
の
処
置
・
管
理
は
。

問

問 問

寮
の
来
年
度
男
子
新
入
生
の
受
け
入
れ
は

隣
の
法
政
大
学
寮
を
２
年
契
約
で
借
用

【
白
馬
高
校
支
援
事
業
に
つ

い
て
】

【
震
災
復
興
事
業
に
つ
い
て
】

【
情
報
開
示
の
基
本
方
針
に

つ
い
て
】

太田伸子議員

現
在
の
寮
の
隣
に
あ
る
法
政

大
学
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
を
、

寮
に
関
す
る
委
託
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
ニ
ュ
ー
ベ
リ
ー
に
１
０

白
馬
山
麓
環
境
施
設
組
合
と

人
員
体
制
や
業
務
に
つ
い
て

貸
与
物
品
の
う
ち
防
災
行
政

無
線
受
信
機
、
電
子
レ
ン

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
い
、

村
営
住
宅
へ
の
希
望
世
帯
が

第
４
回
は
、
個
人
名
や
企
業

名
に
関
連
し
て
建
築
物
に
係

「
白
馬
村
情
報
公
開
条
例
」

第
３
条
で
、「
通
常
他
人
に

今
後
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が

な
い
よ
う
に
注
意
し
ま
す
。

寮
の
来
年
度
新
入
生
受
け
入

れ
の
進
捗
状
況
は
。

３
月
か
ら
２
年
契
約
で
借
用
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
賃
借
料
は
月
額

49
万
円
ほ
ど
で
調
整
し
て
い
ま
す
。

そ
の
後
に
つ
い
て
は
、
土
地
建
物
を

取
得
し
た
い
と
考
え
て
お
り
、
不
動

産
鑑
定
評
価
額
が
４
３
０
０
万
円
ほ

ど
で
し
た
の
で
、
譲
渡
に
つ
い
て
も

併
せ
て
調
整
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

男
子
の
移
動
に
合
わ
せ
て
、
現
在
の

寮
を
、
女
子
寮
と
し
て
利
用
す
る
こ

と
で
、
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

３
７
万
７
９
１
２
円
、
賄
い
の
委
託

は
共
立
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
７
６
９
万

１
７
６
０
円
、
公
営
塾
の
委
託
は

（
株
）
プ
リ
マ
ペ
ン
ギ
ー
ノ
に
３
９

３
万
１
２
０
０
円
、
ま
た
、
地
域
お

こ
し
協
力
隊
募
集
に
関
す
る
委
託
費

と
し
て
、（
株
）
プ
リ
マ
ペ
ン
ギ
ー

ノ
に
１
９
９
万
８
千
円
で
す
。

協
議
し
て
い
ま
す
。

ジ
、
掃
除
機
、
コ
タ
ツ
、
電
気
ポ
ッ

ト
、
チ
ェ
ス
ト
、
室
内
物
干
し
は
、

希
望
に
よ
り
無
償
譲
渡
し
ま
し
た
。

ま
た
、
冷
蔵
庫
19
台
、
洗
濯
機
17
台
、

炊
飯
器
12
台
、
テ
レ
ビ
29
台
は
有
償

譲
渡
し
ま
し
た
。
他
に
健
康
福
祉
課

18
世
帯
あ
り
、
全
世
帯
が
入
居
で
き

る
よ
う
10
棟
18
戸
の
建
設
を
計
画
し

ま
し
た
。
仮
申
込
み
後
に
、
６
名
の

方
が
自
立
再
建
を
目
指
す
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

る
情
報
を
基
に
審
議
す
る
こ
と
か

ら
、
非
公
開
と
な
り
ま
し
た
。

村
長

村
長

村
長

村
長

村
長

村
長

村
長

教
育
課
長

問
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を
通
じ
て
生
活
保
護
世
帯
に
冷
蔵
庫

１
台
、洗
濯
機
１
台
を
同
額
で
譲
渡
、

学
校
施
設
等
公
共
施
設
に
設
置
。
現

在
は
、
冷
蔵
庫
12
台
、
洗
濯
機
16
台
、

炊
飯
器
12
台
、
テ
レ
ビ
６
台
を
総
務

課
で
管
理
し
て
い
ま
す
。

被
災
者
の
希
望
に
よ
り
、
18

戸
の
村
営
住
宅
を
建
設
す
る

第
３
回
環
境
審
議
会
の
最
後

に
、
事
務
局
か
ら
突
然
の
非

非
公
開
と
し
て
開
催
す
る
の

に
、
事
前
に
配
布
さ
れ
た
第

村
長
の
考
え
る
情
報
開
示
の

基
本
方
針
は
。

と
の
説
明
を
受
け
て
い
た
が
、
６
戸

の
空
き
が
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
聞
き

取
り
を
行
っ
た
の
か
。

公
開
の
提
案
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
真

意
は
。

４
回
会
議
資
料
に
は
マ
ル
秘
の
印
が

な
く
、
当
日
配
布
さ
れ
た
同
じ
資
料

に
印
が
あ
る
よ
う
な
こ
と
は
、
不
注

意
で
は
。

問問

問問

知
ら
れ
た
く
な
い
個
人
、
法
人
そ
の

他
の
団
体
に
関
す
る
情
報
の
保
護

に
、
最
大
限
の
配
慮
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
謳
っ
て
お
り
、
原
則

公
開
の
精
神
に
立
っ
て
条
例
を
解
釈

し
運
用
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の

の
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
は
、
個

人
の
尊
厳
に
係
る
基
本
的
人
権
の
一

つ
で
あ
る
た
め
、
情
報
公
開
制
度
に

お
い
て
も
非
公
開
と
し
て
こ
れ
を
最

大
限
に
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
し
て
い
ま
す
。

12 白馬議会だより　119号　平成29年 1月31日


